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【手続補正書】
【提出日】平成28年9月15日(2016.9.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　図２は、電位測定部材に含まれるシート状基材に貫通孔が設けられていない場合の問題
点を示す説明図である。上記したように、燃料電池は複数のセルを積層した燃料電池スタ
ックとして用いられる。この際、積層される部材間の接触抵抗の低減や、供給反応ガスの
シール性の確保等のため、スタック方向に大きな荷重を掛けて締結することにより燃料電
池スタックを作製する。この締結の結果、セル内の積層方向の各部材間に加わる面圧が高
くなり、電位測定部材４０のシート状基材４１とこれに接触するカソード側電極触媒層１
６Ｃとの密着性が増す。シート状基材４１に用いられる部材は一般にガス透過性が無いも
のや透過性が低いものが多い。このため、図２（Ａ）に示すように、面圧の増加に応じて
、カソード側ガス拡散層１８Ｃからシート状基材４１下の電位測定電極４２に接触するモ
ニター用カソード側電極触媒層１６ＣＳへのガス拡散の度合いを示すガス拡散定数が低下
する。この結果、電位測定電極４２で測定されたモニター用カソード側電極触媒層１６Ｃ
Ｓの電位は、その周囲のカソード側電極触媒層１６ＣＳの電位とは異なった電位となる。
このため、モニター用カソード側電極触媒層１６ＣＳに対応する局部的なセルによる測定
では、セル全体の代わりの高精度な測定は困難である。また、シート状基材４１として、
仮にガス透過性を有する部材を用いたとしても、面圧の増加に応じてガスが透過するパス
が減少するため、図２（Ｂ）に示すように、電気化学反応の応答遅れが発生し、電位測定
電極４２で測定される電位が真の電位に至るまでの応答の遅れが増加する、という問題が
ある。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
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　　１０…ＭＥＡ（膜電極接合体）
　　１２…ＣＣＭ（触媒層形成膜）
　　１４…電解質膜
　　１６Ａ…アノード側電極触媒層
　　１６Ｃ…カソード側電極触媒層
　　１６ＣＳ…モニター用カソード側電極触媒層
　　１８Ａ…アノード側ガス拡散層
　　１８Ｃ…カソード側ガス拡散層
　　２０Ａ…アノード側セパレータ
　　２０Ｃ…カソード側セパレータ
　　２２Ａ…アノードガス流路
　　２２Ｃ…カソードガス流路
　　２４…冷媒流路
　　３０…シール部
　　４０，４０ａ，４０ｂ…電位測定部材
　　４１…シート状基材
　　４１ｂ…多孔質性シート状基材
　　４２…電位測定電極
　　４３…導電ライン
　　４４…絶縁層
　　４５…電位印加電極
　　４６…導電ライン
　　４７…貫通孔
　　４８…フィルム状部材
　　５０，５０ｄ…電位測定部材
　　５２，５２ｄ…電位測定電極
　　５３…導電ライン
　　５４…絶縁性多孔質部材
　　１００，１００ｃ，１００ｄ…セル
　　１２２…電圧計
　　１３２…電流計
　　１３４…可変抵抗
　　１４０…コンピュータ
　　２００…燃料電池
　　３００…水素供給装置
　　４００…酸素供給装置
　　５００…発電状態測定部
　　６００…ＥＣＵ
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